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北原橋の通行止めについて 
 

東京都により施工中の北原橋（上高田五丁目～新宿区西落合二丁目）につ

いて、橋を撤去する期間通行止めになります。 
 
期 間 
歩行者  平成１８年７月３日～平成１８年 ９月末日（予定） 
車 両  平成１８年７月３日～平成１８年１０月末日（予定） 

 
通行開始については、 
歩行者は１０月以降仮桟橋上の通行、 
車両は１１月以降、終日片側通行となります。 

 
東京都第三建設事務所では、別紙のお知らせと工事看板により地域住民に

周知します。 




